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1.  寒川町の庁内 GIS の現状
　当町の庁内 GIS の導入状況は、現
在運用されている固定資産税、都市
計画、下水道の他、道路台帳が今
後の GIS 化が検討されています。現
時点では限られた分野のみの利用と
なっており、近隣市町と比較すると
若干利用されている分野が限られて
いますが、今後の他の分野での活用
が期待されるところであります。

2.  スパイラルアップ前の取り組み
　平成２７年度に都市計画のシステ
ムが５年に一度の更新を予定してい
た時期に庁内の他の GIS システムと
の統合を提案したころ、同時期にシ
ステムの更新を迎える固定資産税
が同調することとなりました。当時
想定していたシステム統合によるメ
リットは次のとおりになります。

・ システムの統合のスケールメリッ
トによる経費の削減

・ 事務スペースにスタンドアローン
で置かれていた PC から、町サー
バー室へのサーバー格納により、
セキュリティ・防災機能の向上

・ 個人情報・税情報等を除く GIS デー
タの共用

・ 家屋等の新築・滅失等を確認する
ために固定資産税部門で撮影して
いる空中写真の都市計画基本図へ
の利用

　なお、都市計画基本図の更新は５
年に一度だが、費用的な増額は無い
とのことだったので、その時点では
具体的な利用は想定していませんで
したが、測量成果を使用できるよう
固定資産税の空中写真撮影に係る測
量法の手続きを毎年行うこととしま
した。

3.  スパイラルアップに向けての
　 庁内の作業
　都市計画と固定資産税のシステム

統合により、様々なメリットがあっ
た訳ですが、家屋外形データを共
用することにより、更なるメリット
が次のとおり見込むことができまし
た。

・毎年更新している固定資産の家屋
図を都市計画基本図と統合するこ
とにより、都市計画基本図の鮮度
の向上。

・固定資産システムの登記情報、都
市計画システムの住居表示情報
等、多数の双方にとって有益な情
報の共有。

・双方で行っていた建物形状の更新

の一元化による経費節減。
　家屋外形データを共用するには統
合作業が必要となるが、統合に係る
時間、経費を勘案しても、統合後の
メリットの方が高いので、統合に向
けて着手するこにしました。

4.  統合作業の概要
　実際に行った作業フローは別図の
とおりで、具体的な作業フローを構
成する各ステップの内容は以下のと
おりです。

1.GIS による演算処理により、家屋
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関連リンク
寒川町
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/
e- マップさむかわ
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/section/~gis/index.html#14/35.375942/139.
387849/&base=std&ls=std%7Cshared_element_12&disp=11&lcd=shared_
element_12&vs=c1j0l0u0f0&d=vl

図形の重心点を生成し、こ
の重心点と建物図形との
重ね合わせ処理による空
間結合処理を実施する。
2.この「1.」による、重心
点の生成処理と空間結合
処理の結果に基づき、次
の 2 つのケースに対応を
分ける。

ケース１）重心点が、建
物図形内に包含されな
い。
ケース２）重心点が、建
物図形内に包含される。
3.ケース１）の対応には、
さらに、①新規に家屋図形の追加が
必要となる場合と、②重心点が、本
来対応するべき建物図形から外れて
しまう場合を考慮する必要がある。
このため、それぞれの場合に応じて、
次の処理を実施した。

A. 新規に家屋図形の追加が必要と
なる場合は、オルソ画像を確認し、
家屋図形を作図する。
B. 重心点が複数の建物図形に対応
しているために外れている場合に
は、対応する建物図形 DM（都市
計画基本図 DM における建物図
形）の複数の建物図形を編集によ
り 1 棟の建物図形にする。
C. 家屋図形から生成された重心点
の位置が単に適切でなく、本来対
応するべき建物図形から外れてい
ることが確認された場合には、重
心点を本来対応するべき建物図形
DM の中心付近に移動する。

4. ケース２）の対応には、さらに、
①家屋図形の重心点 1 点が建物図形
の１棟に対応する場合と、②家屋図
形の重心点の複数点が建物図形の１
棟に対応する場合を考慮する必要が
ある。このため、それぞれの場合に
応じて、次の処理を実施した。

・ 重心点 1 点が建物図形の１棟に対

応する場合、処理は不要となる。
D. 家屋図形の重心点の複数点が
建物図形の１棟に対応する場合で、
家屋図形を参考にして、建物図形
を重心点の数分に棟割処理を行う。
E. 家屋図形の重心点の複数点が建
物図形の１棟に対応する場合で、
家屋図形から生成された重心点の
位置が単に適切でなく、本来対応
するべき建物図形ではない隣接す
る建物図形に包含されている場合
は、重心点を本来対応するべき建
物図形 DM の中心付近に移動する。
5.ケース１の A.B. 及びケース２の
D. により更 新された建 物図 形と、
ケース１の C. 及びケース２の E. に
より更新された家屋図形の重心点と
を GIS による空間結合演算処理によ
り、重心点の属性（家屋図属性）を
建物図形へ付与し、更新版の建物図
形を整備する。
6.整備された更新版の建物図形デー
タから家屋図属性が保持されてない
図形（建物図形あまり）を取り除く。
7.家屋図属性が保持されている図形

について点検を実施したのち最終成
果とする。

5. 統合の課題と今後の展望
　統合にあたっては当初想定してい
た作業と、着手後に見つかった課題
を踏まえた作業とは異なっておりま
す。紙面の都合で詳細の報告は別の
機会にさせていただくことをご容赦
願います。
　また、統合作業はフローで解説さ
せていただいたところですが、この
手法が最適解ということではなく、
寒川町の現状のデータを踏まえて選
択した手法であり、他の自治体でも
汎用性がある方法とは言い切れない
ことをご理解願います。
　先日国土地理院へ統合後の都市計
画基本図の測量成果を提供しました
が、これはスパイラルアップのスター
トを切ったにすぎません。スパイラ
ルアップが一周終えた時点で改めて
検証が必要であると同時に鮮度の高
い地図の活用についても検討をすす
めてまいりたいと考えております。

都市計画図家屋外形統合済みデータと固定資産家屋
データとの重ね図
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